
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  役員給与の事前届出 

Ｑ：当社は３月決算の会社です。届出をし

た役員賞与が損金算入できるようになったそ

うですが、いつまでに届出をすればいいので

すか？ 

 

Ａ：遅くても、６月末までに届出なければ

なりません。 

【解説】 

すでにご存知のとおり、この規定は、事前

届出をした役員賞与については損金に算入で

きるという内容のものですが、この取扱いを

受けるには、届出を①職務執行の開始の日か

②会計期間開始の日から３月を経過する日の

いずれか早い日までにしなければならないこ

ととなっています。 

しかし、税制改正前に役員賞与の支給額や

支給時期が定められていたものを４月１日以

後に開始する事業年度において支給するとい

うケースにおいて、この規定の適用を受けよ

うとすると、届出することが物理的に不可能

になることから、経過措置として、本年６月

30日までに役員給与の届出期限(上記の①と

②のいずれか早い日)を迎えるものについて

は、平成18年６月30日までに届出をすればよ

いとされました。    

また、これまで賞与は損金算入できないか

らという理由で支給していなかった会社につ

いても、４月１日以後に開始する事業年度に

おいて、株主総会等で役員賞与の支給を定め、

これを６月30日までに届出を行えば、その支

給する役員賞与は損金算入することが認めら

れることになります。                                                               

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
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